
※ 事前に必ずご相談ください。
※ 次年度は4月1日に受付を開始します。
※ 受付期間を過ぎても受付可能な場合
　 もありますので、必ずご相談ください。

特定緊急輸送道路沿道建築物

耐震化支援について
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令和8年４月

特定緊急輸送道路

道路中心

特定緊急輸送道路とは、
大規模災害時に救急救命・消火活動や
物資輸送に使用し、復旧・復興の大動脈
の役割を担う道路です。区内で指定され
た道路は、次の7路線です。
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　東京都は、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を
推進する条例（平成23年4月1日）」を施行し、特に重要な道路を特
定緊急輸送道路として指定し、その沿道建築物に耐震診断の実施
を義務付けました。
　また、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成25年11月
25日改正）」でも耐震診断が義務付けられました。
　区では、以下の要件を満たした建築物について、耐震改修工事
等に係る費用の一部を助成しています。

4月 1日  ～ 10月 30日
申請受付期間

新青梅街道 青梅街道
井の頭通り 甲州街道
環状七号線 環状八号線
首都高速四号線

耐震化支援の対象は、
以下の全てに該当する建築物です。
　 敷地が特定緊急輸送道路に接していること
　 昭和56年6月1日施行の耐震基準改正前に
　 建築されたもの
　 道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物

45°

建
築
物

建
築
物

助成の対象者および建築物は、以下の全てに該当するものです。

　 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者
　 区の助成を受けた精密診断で耐震性の不足が明らかな建築物
　 建築基準法及びその他関係法令等に抵触していない建築物



Is値0.3未満の場合、8,000万円→1億円（住宅単価の場合を除く）
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次ページ続く耐 震 改 修

補 強 設 計 令和13年3月までに契約し、
令和14年3月までに完了するもの

耐震改修の際に特殊単価93,300円/㎡（マンション86,400円/㎡）を
採用したい場合、事前審査が必要となりますので、必ずご相談ください。

57,000 円

特殊単価が認められた場合、93,300円（マンション86,400円）
※住宅は対象外

62,700 円

51,700 円 56,900 円

39,900 円

主 な 要 件

助成
期間

耐震改修後にIs値が0.6以上相当になるよう設計し、指定機関で評定を受けるもの
区の助成を受けた精密診断で耐震性の不足が明らかな建築物
建築基準法及びその他関係法令等に抵触していない建築物又は是正計画を立てるもの

助成額 C ＋ D

A

B

C

実際に要する費用

A ・ B　いずれか低い額  × 5
6 D 1

6
1
4C ×　   か   A ×　    いずれか低い額

延べ面積
1,000㎡以下
の部分

× 5,000円　 ＋ × 3,500円　 ＋ × 2,000円
延べ面積

1,000㎡超～2,000㎡以下
の部分

延べ面積
2,000㎡超
の部分

主 な 要 件

本助成制度の  補強設計  助成を受けたもの
耐震改修後にIs値が0.6以上相当になるよう計画されたもの
建築基準法及びその他関係法令等に抵触していない建築物又は是正するもの

耐震改修
助成額計 工事費助成額 ＋　  監理費助成額 ＋　  加算額

工事費助成額

工事費助成額 ア   ＋   イ   ＋   ウ   ＋   エ

ア イ ウ

エ

A

A×1/3  か  8,000万円
いずれか低い額

（ア＋イ）  か  A×1/3
いずれか低い額

5,000㎡以下 ： A   ×1/6
5,000㎡超　 ： A1 ×1/6  ＋  A2 ×1/12

（ア＋イ＋ウ）×1/10  か  A×1/15
いずれか低い額 A1 A2

ⅰ,ⅱのどちらか低い額

ⅰ ： 工事に要する費用

ⅱ ： 延べ面積 × ㎡単価

㎡単価 Is値0.3以上 Is値0.3未満
下記以外

マンション

住宅

×5,000㎡
延べ面積
A

×（延べ面積－5,000㎡）
延べ面積
A

2
1

3

2
1

3



マンション ：56,900円, 住宅：39,900円
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57,000

51,700

39,900

耐震改修続き

除 却・建 替 え 令和13年3月までに契約し、
令和14年3月までに完了するもの

令和13年3月までに契約し、
令和14年3月までに完了するもの

下記ⅲが62,700円（マンション  ：56,900円　住宅：39,900円）以下の場合は利用できません。
特殊単価93,300円(マンション86,400円)を採用した場合は利用できません。
補強設計で診断結果を見直した場合、見直し後のIs値が0.3未満の場合に利用できます。

主 な 要 件

区の助成を受けた精密診断で耐震性の不足が明らかな建築物
建築基準法及びその他関係法令等に抵触している建築物の場合、事前に相談すること

助成
期間

助成額 A  ×  1130 ※5,000㎡を超える部分については 1160
建替えは確認申請取得の見込みができている場合に受け付けることができます。
建替えの場合、延べ面積は取り壊す建物の延べ面積での計算となります。

㎡単価
下記以外

マンション

住宅

ⅰ ： 実際に要する費用

ⅱ ： 延べ面積 × ㎡単価

A ⅰ,ⅱのどちらか低い額

助成
期間

監理費助成額

監理費助成額

加算額

（ C  ＋  D ）  ×  910

C・Dの算出方法は   補強設計   のとおり
（実際に要する費用 → 実際に要する監理費として算出）

Is値が0.3未満の場合、工事費助成額に加算額を上乗せすることができます。

加算額 あ ・ い　　いずれか低い額

あ い（ 基準額 － 62,700円 ） × 延べ面積 × W （ア  ＋  イ  ＋  ウ）  × 1
3

ⅲ ： 工事に要する費用 ÷ 延べ面積

ⅳ ： 85,500円（マンション  ： 77,550円　住宅： 59,850円）★ⅲ,ⅳのどちらか低い額基準額

W a , b のどちらか低い額 a ： 910 b ：ア  ＋  イ  ＋  ウ  ＋  エA
工事費助成額ア、イ、ウ、エ 及び A は　　　　　　　　参照

注意1

注意2

注意3

2
1



50,160

45,520

31,920
特殊単価が認められた場合、74,640円（マンション69,120円）
※住宅は対象外

特殊単価が認められた場合、93,300円（マンション86,400円）
※住宅は対象外

　　1回目工事（Is値0.3未満→0.3以上）

　　2回目工事（Is値0.3以上→0.6以上）
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耐 震 化 準 備 事 業

★マンションとは、3階以上で、かつ延べ面積が1,000㎡以上の共同住宅をいいます。1,000㎡未満の場合は「住宅」扱いとなりますので、ご注意ください。

令和13年3月までに完了するもの

62,700

56,900

39,900

主 な 要 件

助成
期間

C・Dの算出方法は   補強設計   のとおり
（実際に要する費用 → 実際に要する監理費として算出）

㎡単価
下記以外

マンション
住宅

ⅰ ： 工事＋監理に要する費用

ⅱ ： 延べ面積 × ㎡単価

A ⅰ,ⅱのどちらか低い額

本助成制度の  補強設計  助成を受けたもの
1回目工事▶耐震改修後にIs値0.3未満相当から0.3以上相当になるよう計画されたもので、
　　　　　  その計画について指定機関で評定を受けていること
2回目工事▶耐震改修後にIs値0.6以上相当になるよう計画されたもの
建築基準法及びその他関係法令等に抵触していない建築物又は是正するもの

2

1

3

4

工事費＋監理費助成額

Iｓ値0.3未満相当から0.3以上相当となる設計費用及び指定機関で評定を受け
る費用は、  補強設計  の助成対象に含めることができます。

A  ×  56

ア   ＋   イ   ＋   ウ   ＋   エ工事費助成額

㎡単価

下記以外

マンション

住宅

（ C  ＋  D ）  ×  910監理費助成額

ア イ ウ
A×1/3  か  8,000万円
いずれか低い額

（ア＋イ）  か  A×1/3
いずれか低い額

5,000㎡以下 ： A   ×1/6
5,000㎡超　 ： A1 ×1/6  ＋  A2 ×1/12

住宅単価以外の場合、8,000万円→1億円
エ

A

（ア＋イ＋ウ）×1/10  か  A×1/15
いずれか低い額

A2

ⅰ,ⅱのどちらか低い額

ⅰ ： 工事に要する費用

ⅱ ： （延べ面積 × ㎡単価）－ 1回目工事のA

×5,000㎡
延べ面積
A

×（延べ面積－5,000㎡）
延べ面積
AA1



事 業 完 了

（中間検査１ヶ月前に提出）

（完了検査１ヶ月前に提出）

中間検査願および中間資料検査

契約

（工事施工１ヶ月前に提出）
★

★

★

★

耐震改修及び建替えの場合、着手届提出時に、各所提出書類や中間検査の工程について区と打合せをしてください。★
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助成金交付決定通知日以降に契約して下さい。
通知前に契約・着手した場合、助成対象となりま
せん。

耐震化支援の流れ

申請者 区

既存建物の法適合性に係る報告書 提出 報告書を基に現地調査

報告内容（是正内容含む）を確認

提出

区の指摘事項を確認

助成金交付申請書 審査

受領 助成金交付決定通知書

連絡

送付

提出 書類内容の確認着手届

事  業  開  始
提出

提出

提出

提出

送付

提出

送付

提出

振込

中  間  検  査

完  了  検  査

申
請

契
約

事
前
協
議

事
業
開
始
～
完
了

完
了
報
告
・
助
成
金
振
込

補 

強 

設 
計

耐 
震 
改 
修

建
替
え・除
却

○ ○

○ ○○

○ ○○

○ ○○

○○

○

-

-

- -

除
却
は
中
間
検
査

を
行
い
ま
せ
ん

( 　

  　
　

 )

施工計画報告書

施工結果報告書

構造担当によるチェック

構造担当によるチェック

構造担当によるチェック

完了届兼検査願 書類内容の確認

受領 検査済証

補強設計完成後、評定機関で評定を取得

完了実績報告書 書類審査

受領 助成額確定通知書

助成金請求書 書類審査

助成金受け取り 助成金の交付



緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、沿道建築物の所有者等に対して、建築士・建設業者・
不動産コンサルタント・弁護士等のアドバイザーを派遣し、耐震化への取組を支援しています。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

助成制度以外の支援について

　  耐震化アドバイザーの無料派遣
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、沿道建築物の所有者等に対して、建築士・建設業者・
不動産コンサルタント・弁護士等の専門家を無料で派遣します。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

　  改修計画案作成アドバイザーの無料派遣
耐震診断から補強設計に結び付けていただくため、建築士が補強設計の前段階の検討を行います。改修
工法や費用、工事の影響などを比較検討してご案内いたします。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

　  東京都耐震マーク表示制度
建築物の耐震性に関する情報が広く提供され、都民が安心して建築物を利用することができるよう、耐震
マークを交付しています。

東京都 耐震マーク事務局

　  耐震改修等支援融資制度
緊急輸送道路沿道の建物所有者は、耐震診断、耐震改修、建替え又は除却に要する費用について、取り扱
い金融機関が定める通常利率より低い利率の融資を受けることができます。

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課

　  固定資産税・都市計画税の減額・減免（都税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅及び建築物の固定資産税・都市計画税が減額・
減免されます。

杉並都税事務所 固定資産税課

　  東京都耐震マーク表示制度
建築物の耐震性に関する情報が広く提供され、都民が安心して建築物を利用することができるよう、耐震
マークを交付しています。

東京都 耐震マーク事務局

　  耐震改修等支援融資制度
緊急輸送道路沿道の建物所有者は、耐震診断、耐震改修、建替え又は除却に要する費用について、取り扱
い金融機関が定める通常利率より低い利率の融資を受けることができます。

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課

　  固定資産税・都市計画税の減額・減免（都税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅及び建築物の固定資産税・都市計画税が減額・
減免されます。

杉並都税事務所 固定資産税課

　  所得税の控除（国税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅を所有し、かつ居住している方の所得税額が

一部控除されます。
所管の税務署

　  建築士団体・建設業団体・金融機関の紹介
東京都と協定を締結した建築士団体・建設業団体、金融機関を紹介します。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

杉並区 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当
〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1　西棟3階
TEL 03-3312-2111（代）　FAX 03-3312-2907

お問合せ先
区ホームページ
より申請書類の
ダウンロードが
できます
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